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県の動き4 「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」
が令和6年12月に制定されました

県内で、多数の動物の不適切な飼養管理や飼い主のいない猫への不適切な給
きゅう

餌
じ

などの
問題があることから、人と動物が共生する社会の実現を目的として「沖縄県動物の愛護及
び管理に関する条例」が令和６年12月に制定され、令和７年７月１日から施行されます。

条例の概要条例の概要

詳しくはこちら
▼

飼い主の遵守事項
飼い主は、繁殖防止のための不妊去勢手術、名
札やマイクロチップの装着、適正な数の飼養など
を遵守する必要があります。
また、猫の飼い主の方は室
内飼養に努めてください。

多頭飼養の届出
多頭飼養に関する情報を早
期に把握するため、犬や猫を
合わせて10頭以上飼養・保管
している方は、知事へ届け出
る必要があります。

飼い主のいない猫への給餌ルール
飼い主のいない猫に給餌等をする際は、周辺住

民の生活環境に配慮し、容器を使用
して行い、給餌後は速やかに容器や
残りの餌などを回収してください。
※ 市町村や地域で、飼い主のいない猫への給餌のルールが
定められている場合は、それに従ってください。

特定動物の逸走時の通報
特定動物※が飼養施設から逃げ出した場合や、人
を傷つけるなどの事故が発生した場合、被害拡大
防止措置を講じた上で、直ちに知事への通報・届
出が必要になります。
※特定動物とは？ 
人の生命、身体または財産に害を与えるおそ
れがある動物として「動物の愛護及び管理に
関する法律」第25条の２に規定する動物のこ
と。例えば、ライオン、クマ、ハブなど。

県が推進する施策
県は、動物の愛護に関する普及啓発、殺処分が

なくなることを目指した
取り組みや名札、マイク
ロチップの装着を推進す
る取り組みを行います。
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